
重要事項説明書

1． 事業の目的

２．　事業所の概要

　　らいふけあ中野

　　横浜市栄区上郷町８４－９ マルセンストアー 東３

　　神奈川県　　１４７３５００３９３

  　 奥村　文代 Ｔｅｌ　　０４５－８９０－５１８８

　　横浜市　栄区，港南区

３．　事業所の職員体制

　　管理者は、業務の管理を一元的に行います。

　　サービス提供責任者は、利用者やその家族から相談に応じると

　　共に、利用の申込みに係わる調整や訪問介護サービス計画及び

　　第１号訪問事業（横浜市訪問介護相当サービス）計画の作成を

　　行います。また、必要に応じて利用者のへ説明を行います。

４．　業務日及び業務時間

　サービス提供日・時間

５．　サービス内容及び利用料金
　　（１）「訪問介護」は、利用者の居宅（自宅）において訪問介護員（ヘルパー）その他政令で定める者を派遣して
　　　　入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の支援を行うサービスです。
　　（２）事業者は、下記のサービス内容の中から指定の時間帯に応じて選択されたサービスを提供します。
　　（３）サービス提供にあたっては、「訪問介護計画書及び第１号訪問事業（横浜市訪問介護相当サービス／
　　　　横浜市訪問型生活援助サービス）計画書」に沿って計画的に提供します。

　【 身体介護　】
　　　　　　　・食事介助　　　全面介助，一部介助又は、見守りをし、配膳から後片づけまで含みます。
　　　　　　　・入浴介助　　　ご自宅に有る風呂場にて、全身洗浄や、湯船への移動を介助します。
　　　　　　　・排泄介助　　　オムツ等の交換、処理や、トイレへの移動、排泄動作の介助をします。
　　　　　　　・清拭　　　　　　体の清潔を保つ為に、各部分をタオル等を使い、拭きます。
　　　　　　　・体位変換　　 　じょくそう防止のために、体を傾け、方向を変える並びに起こす，座る
　　　　　　　　　　　　　　　　　介助をします。
　【 生活援助　】
　　　　　　　・買物　　　　 　 日用品や食料品など、生活必需品の買物を行います。
　　　　　　　・調理　　 　 　　利用者のための食事の調理，配膳，食後の後片づけ，食品管理を行います。

受付時間 　　　　午前９時～午後５時まで

　　　　１月１日～１月３日を除く毎日　午前８時～午後８時まで

サービス提供責任者
3名（常勤兼務1名・

非常勤2名）

介　護　職　員 　　介護職員は入浴，排泄，食事等の介護を行います。 8名（非常勤）

営業日 　　　　原則として月曜日～金曜日（祝日を除く）

サービス提供地域

職　　種 従　事　す　る　サ　ー　ビ　ス　内　容 人　　　員

管　　理　　者 １名（常勤兼務）

社会福祉法人 ﾙ･ﾌﾟﾘ（以下、「運営法人」という。）が開設するらいふけあ中野（以下、「事業所」という。）が
行う訪問介護事業、横浜市訪問介護相当サービス及び横浜市訪問型生活援助サービス（以下、「事業」と
いう。）の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護者、要支援者又
は事業対象者（以下、「要介護者等」という。）に対し、事業所の介護福祉士、訪問介護員研修の修了者
等（以下、「訪問介護員等」という。）及び一定の研修を修了した従事者等（横浜市訪問型生活援助サービ
スに限る。以下「従事者等」という。）が、利用者の居宅において入浴、排せつ、食事の介護、その他の生
活全般にわたる世話又は支援等の適切な訪問介護、横浜市訪問介護相当サービス（以下「訪問介護等」
という。）及び横浜市訪問型生活援助サービスを提供することを目的とする。

事　業　所　名

所　在　地 横浜市栄区上郷町８４－９　「杜のさぽーと館」 1階

事業者指定番号

管理者・連絡先



　　　　　　　・掃除　　 　 　　利用者が、日常生活に使用している居室、台所等の掃除を行います。
　　　　　　　・洗濯　　 　 　　洗濯物の洗浄、物干し、整頓を援助します。

【ご注意】
次のようなサービスは、介護保険上のサービスとして提供することはできませんので、ご了承願います。
　（１）「本人の援助」に該当しないもの
　　・・・家族のための洗濯・調理・買い物・布団干・主として利用者が使用する居室以外の掃除・来客の
　　　　応接（お茶の手配）・自家用車の洗車　等
　（２）「日常生活の援助」に該当しないもの
　　・・・庭の草むしり・花木の水やり・犬の散歩等ペットの世話・家具の移動等の移動・大掃除窓のガラス磨き・
　　　　室内外家屋の修理・正月料理等の特別な調理　等

　【利用者負担金】

　　（１）利用料
　　　　　介護保険から給付サービスを利用する場合は、下記の表の通りになります。
　　　　ただし、介護保険の給付範囲を超えたサービス料金は、自己負担になります。

　　【 訪問介護サービス　料金表　ー基本料金・昼間ー】

　20～30分未満 　３０～６０分未満 　　　６０分以上

身体介護 １割負担 　　１８５円２７2円 ４3１円 ６31円
2割負担 ５43円 ８6１円 　１,２61円
３割負担 ８14円    １,291円 　１,89２円

　　　４５分未満　 　４５分以上

生活援助 １割負担 199円 ２45円
2割負担 ３９８円 ４９０円
3割負担 ５９７円 ７３４円

　　【 第１号訪問事業（横浜市訪問介護相当サービス）　料金表　ー基本料金・昼間ー】

　　　訪問型独自サービスⅠ訪問型独自サービスⅡ訪問型独自サービスⅢ

　　　（週１回程度） 　　　（週２回程度） 　　　（週３回程度）

利用料金（１割負担） １,３０８円 ２,６１２円 ４，１４５円

２,６１６円 ５,２２４円 ８，２８９円

利用料金（３割負担） ３，９２４円 ７,８３６円 １２,４３４円

【第１号訪問事業（横浜市訪問型生活援助サービス）　料金表　ー基本料金・昼間ー】

　　　訪問型独自サービス 訪問型独自サービス 訪問型独自サービス

　Ⅰ/2　（週１回程度） 　Ⅱ/２（週２回程度） 　　Ⅲ/２（週３回程度）

利用料金（１割負担） １,１7７ 円 ２,３５１ 円 ３,７３０ 円

利用料金（２割負担） ２,３５３ 円 ４,７０２ 円 ７,４６０ 円

利用料金（３割負担） ３,５３０円 ７,０５３ 円 １１,１８９ 円

＊ 上表の料金設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、お客様の居宅サービス
　　計画及び介護予防サービス・支援計画に定められた目安の時間を基準とします。
＊ やむを得ない事情で、かつ、お客様の同意を得て、2人で訪問した場合は、２人分の料金となります。
＊ 初回加算（新規）　　２００単位

　 　新規にご利用頂いた場合加算になります。
* 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ）
　　介護報酬総単位数に対して2２.４％の加算になります。

　　　  　＊＊ 緊急時訪問介護加算　　１００単位
　　利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者がケアマネジャーと連携を
　　図り、ケアマネジャーが必要と認めた時、訪問介護を行った場合加算になります。

　　（２）交通費
　　　　　「重要事項説明書」に記載のサービス提供地域の方も、地域外の方も交通費はいただきません。

＊ 基本料金に対して、早朝(午前６時～午前８時）・夜間(午後６時～午後８時）帯は25％増しになります

利用料金（２割負担）



　　（３）キャンセル・休止
　　　　　サービスのキャンセルまたは休止を希望される場合は、前日までに必ずご連絡ください。
　　　　　急なキャンセルの場合も、至急ご連絡下さい。（連絡先　電話　０４５－８９０－５１８８）

 ご連絡なくヘルパーが訪問した場合は、１提供当たりの料金（介護報酬総額）の５０％を
請求いたします。

　　（４）その他
　　　　①　お客様の住まいで、サービスを提供する為に使用する、水道、ガス、電気等の費用は
　　　　　 　お客様のご負担となります。
　　　　②　料金のお支払方法
　　　　　　　お支払い方法は、浜銀ファイナンス自動引き落としにて、毎月１２日前後に前月分の請求を
　　　　　 　いたしますので、２６日迄に口座に入金をお願いいたします。
　　　　 　　尚、領収証は翌月の請求書とあわせて発行いたします。
　　　　③　介護保険外のサービスにつきましては、別途契約にて承ります。

６．　当事業所における運営方針

当事業所におけるサービス提供方針は次のとおりです。

（１） 利用者が自立した日常生活を営むこと、及び、利用者の家族の負担を軽減することを目標に、利用者の

（２） 訪問介護サービス計画の作成にあたっては、利用者の意思を尊重し、心身の状況、その置かれている

　　環境等に応じて、利用者が自立した日常生活を営むことができることを目標とします。計画の作成

　　にあたっては、必要に応じて利用者宅を訪問の上、状況調査を行います。

（３） 事業の実施にあたっては、関係行政機関、地域の保険・医療・福祉サービス，ボランティア団体等

　　との綿密な連携を図り、総合的なサービス提供の調整に努め、要介護状態の軽減もしくは、悪化の防止

　　又は、要介護状態になる事の予防に資するように十分配慮します。

（４） 事業所は、従業員の質的向上を図る為の研修を設けるものとし、また事業体制を整備します。

 ・採用時研修　採用後1か月

・継続研修　年6回　

７．　秘密保持

事業所及び、その従業員は、業務上知り得た利用者又は、その家族の秘密を保持します。

叉、従業員は退職後も業務上知り得た利用者又は、その家族の秘密を保持します。

８．　緊急時等における対応方法

9. 感染症対策
　　事業者は、事業所内において感染症が発生し、又はまん延しないように次の措置を講じます。  

（１）訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
（2）事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めます。

(3) 事業所は、感染症の予防又はまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。

10.  虐待の防止　

虐待の発生又はその再発を防止するため虐待防止の指針を整備し、担当者を定め委員会（オンライン開催

を含む）および研修を定期的に開催し、委員会の結果を職員に周知します。

（２）事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、利用者に係る
　居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

（３）利用者に対するサービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに
　　行います。ただし、事業者の責めに帰すべき理由のない場合にはこの限りではありません。

   心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じて、訪問介護サービスまたは第１号訪問事業（横浜市

　　訪問介護相当サービス/横浜市訪問型生活援助サービス）を提供します。

（１）訪問介護員等は、訪問介護等を実施中に、利用者の病状に急変、その他の緊急事態が生じたときは
　速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告します。
　主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じます。



11.  身体拘束の適正化

　　利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を

行ってはならないこととし、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況

並びに緊急やむを得ない理由を記録します。

12.  業務継続計画の策定

　 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び

非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、職員へ周知するとともに、

必要な研修及び訓練、計画の見直しと変更を定期的に行っています。

13.  第三者評価の実施状況　

 実施なし

14．　相談窓口，苦情対応

当事業所のサービスに関する相談や苦情に付いては、次の窓口で対応いたします。

　　０４５　－　８９０　－　５１８８

　　０４５　－　８９３　－　２９６５

機関名 ： 社会福祉法人　ル・プリ 　

所在地　　横浜市栄区中野町４００－２

電話　　　　０４５－８９６－０７１１

ＦＡＸ　　　　０４５－８９６－０７１３

相談・苦情に付いては、上記受付者が随時受け付けており、受付た相談・苦情は

申出人の了承を得て苦情解決責任者、第三者委員会へ報告をし、申出人と話し合い

解決に努めます。又、受付から解決・改善までを記録し個人情報を除き、報告書、

公報物にて実績を公表します。

尚、当法人で解決出来ない苦情は、「運営適正化委員会」に申し立てることが出来ます

○公共機関においても、次の機関において苦情申出等が出来ます。

　所在地 横浜市栄区桂町３０３－１９　栄区役所 高齢障害支援課

　電話 ０４５－８９４－８５４７ 　ＦＡＸ ０４５－８９３－３０８３

　対応時間 月～金　 午前８時４５分～午後５時１５分

　所在地 横浜市港南区港南４－２－１０　港南区役所 高齢障害支援課

　電話 ０４５－８４７－８４９５ 　ＦＡＸ ０４５－８４５－９０８９

　対応時間 月～金　 午前８時４５分～午後５時１５分

所在地

　電話 ０４５－２６３－８０８４ 　ＦＡＸ ０４５－５５０－３６１５

　対応時間 月～金　 午前８時４５分～午後５時１５分

　所在地 横浜市西区楠町２７－１　

　電話 ０４５－３２９－３４４７
　対応時間 月～金　 午前８時４５分～午後５時１５分

１5．　運営法人の概要

 社会福祉法人　ル・プリ

その他

市町村介護保険相談窓口
（栄区）

市町村介護保険相談窓口
（港南区）

市町村介護保険相談窓口
（横浜市）

神奈川県国民健康保険団
体連合会（国保連）

名　　　称

横浜市中区本町6-50-10　横浜市 はまふくコール
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（横浜市苦情相談コールセンター）

代　表　者　名

電話番号

ＦＡＸ番号

苦情・相談
　　　　奥村　文代

受付担当者

内部苦情
申し立て機

関

 理事長　　桑折　良一



 横浜市旭区金が谷５５０番地 ０４５－９５１－１７１１

(１) 高齢者支援施設(事業所)の管理・運営

・地域ケアプラザ（奈良、青葉台、中野、日下）

　①地域包括支援センター（介護予防支援事業/介護予防ケアマネジメント）  

　②居宅介護支援事業  

　③通所介護（介護予防）/ 通所型サービス  ※青葉台を除く

　④地域活動交流事業 

　⑤生活支援体制整備事業

・居宅介護支援事業所(ケアリンク中野)

・小規模多機能事業所「晴」

・訪問介護（介護予防）事業所・第１号訪問事業（らいふけあ中野）

(２) 障害者支援施設(事業所)の管理・運営 

【事業内容】

　施設入所支援 / 福祉型障害児入所施設 / 生活介護 / 

　短期入所/計画相談支援/就労継続支援（B型）/共同生活援助（包括型）

　居宅介護/重度訪問介護/行動援護/移動介護/計画相談支援 /  

  自立生活アシスタント事業 / 地域移行支援 /地域定着支援 /

  障害児相談支援

(３) 児童支援施設(事業所)の管理・運営

【事業内容】

　保育所 / 児童養護施設 / 子ども家庭支援センター / ふれあい塾

地域ケアプラザ（４）、訪問介護事業所（１）、居宅介護支援事業所（１）

小規模多機能型居宅介護事業所（１）、障害児・者入所支援施設（４）、

障害者地域活動ホーム（２）、障害福祉サービス事業所（２０）、

保育所（３）、児童養護施設（２）、子ども家庭支援センター（１）

法人本部所在地・連絡先

実施事業の概要

事 業 所 数



　　（１）「訪問介護」は、利用者の居宅（自宅）において訪問介護員（ヘルパー）その他政令で定める者を派遣して





（２）事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、利用者に係る
　居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

（３）利用者に対するサービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに
　　行います。ただし、事業者の責めに帰すべき理由のない場合にはこの限りではありません。

（１）訪問介護員等は、訪問介護等を実施中に、利用者の病状に急変、その他の緊急事態が生じたときは
　速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告します。
　主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じます。



行ってはならないこととし、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況


